
警
察
職
員
の
不
祥
事
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

平
成
十
九
年
八
月
二
十
日
、
東
京
都
国
分
寺
市
東
元
町
の
ア
パ
ー
ト
に
住
む
飲
食
店
従
業
員
の
女
性
（
以
下
、
「
被
害
女
性
」
と
い
う
）
が
、

自
宅
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
で
警
視
庁
立
川
警
察
署
地
域
課
の
巡
査
長
（
以
下
、
「
巡
査
長
」
と
い
う
）
に
け
ん
銃
で
射
殺
さ
れ
、
こ
の
巡
査
長
も
け

ん
銃
で
自
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。 

報
道
に
よ
る
と
、
こ
の
巡
査
長
は
被
害
女
性
と
は
飲
食
店
の
客
と
し
て
知
り
あ
っ
た
が
、
巡
査
長
が
客
以
上
の
交
際
を
求
め
た
た
め
、
被
害
女

性
に
疎
ま
れ
ス
ト
ー
カ
ー
的
な
行
為
が
高
じ
て
犯
行
に
及
ん
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
。 

犯
行
は
制
服
で
交
番
勤
務
中
の
出
来
事
で
、
公
務
に
使
用
す
る
け
ん
銃
が
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
国
民
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。 

か
つ
て
は
、
日
本
の
警
察
は
世
界
に
冠
た
る
警
察
と
さ
れ
、
警
察
官
も
諸
外
国
に
比
べ
て
優
秀
で
清
廉
潔
白
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
交
番
は
国

民
の
最
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
国
民
の
生
命
の
安
全
を
守
る
拠
点
で
あ
り
、
多
く
の
国
民
か
ら
親
し
み
を
も
っ
て
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
有
用
性
は

世
界
で
も
注
目
を
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

そ
の
交
番
の
警
察
官
が
勤
務
中
に
殺
人
と
い
う
凶
悪
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
、
警
察
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
著
し
く
損
ね
、
治
安
確

保
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
問
題
の
重
大
性
、
緊
急
性
に
鑑
み
、
政
府
に
対
し
て
質
問
す
る
。
な
お
国
会
法
第
七
十
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
り
、
質
問
主
意
書
受
領
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま
た
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で
も
、
項
目
ご
と
に

平
易
な
文
書
で
答
弁
さ
れ
た
い
。 

 

一 

警
察
職
員
の
身
上
監
督
の
状
況
に
つ
い
て 

（
１
） 

警
察
に
は
身
上
監
督
な
る
制
度
が
あ
る
と
い
う
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
２
） 

身
上
監
督
は
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
３
） 

身
上
監
督
は
警
察
職
員
の
私
生
活
に
も
及
ぶ
の
か
、
及
ぶ
と
し
た
場
合
の
根
拠
は
何
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

身
上
監
督
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

身
上
監
督
を
す
る
者
、
現
場
の
幹
部
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
必
要
な
知
識
、
技
能
は
身
に
つ
け
て
い
る
の
か
、
答
弁
願
い
た

い
。 



 

身
上
監
督
の
結
果
は
、
当
該
警
察
官
の
昇
進
等
に
影
響
が
あ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

そ
れ
が
そ
の
後
の
昇
進
な
ど
に
影
響
す
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
は
い
な
い
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
４
） 

巡
査
長
に
は
ど
の
よ
う
な
身
上
監
督
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
年
月
日
時
、
内
容
を
答
弁
願
い
た
い
。 

そ
の
記
録
は
、
ど
の
よ
う
に
残
さ
れ
る
の
か
、
文
書
名
を
答
弁
願
い
た
い
。 

（
５
） 
報
道
に
よ
る
と
、
上
司
は
巡
査
長
か
ら
「
女
性
と
結
婚
し
た
い
」
と
の
相
談
を
受
け
た
と
あ
る
が
、
相
手
は
被
害
女
性
だ
っ
た
の
か
、 

答
弁
願
い
た
い
。 

誰
が
、
い
つ
、
ど
ん
な
内
容
の
相
談
を
受
け
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
指
導
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
６
） 

報
道
に
よ
る
と
、
上
司
が
巡
査
長
と
面
接
し
た
際
「
仕
事
に
意
欲
が
な
く
な
っ
た
」
と
の
訴
え
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
、

誰
が
、
ど
ん
な
相
談
を
受
け
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
指
導
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
７
） 

報
道
に
よ
る
と
、
上
司
が
「
巡
査
長
が
被
害
女
性
に
執
拗
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
」
と
の
風
評
を
耳
に
し
、
巡
査
長
に
事
情
を
聞
い

た
と
さ
れ
る
が
、
事
実
か
。
い
つ
、
誰
が
事
情
を
聞
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
８
） 

何
故
、
素
行
上
の
問
題
点
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
家
庭
訪
問
、
身
上
調
査
と
い
っ
た
身
上
監
督
の
実
効
性
に
問
題
は
な
い
の 

か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

特
に
、
都
会
で
勤
務
す
る
警
察
官
の
身
上
監
督
は
難
し
い
と
の
指
摘
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
９
） 

最
近
の
警
察
官
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
介
入
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
う
た
め
、
事
実
上
、
身
上
監
督
は
不
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
の

指
摘
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。 

 

二 

警
察
職
員
の
勤
務
監
督
の
状
況
に
つ
い
て 

（
１
） 

交
番
勤
務
の
警
察
官
の
勤
務
形
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
２
） 

勤
務
監
督
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
３
） 

巡
査
長
の
日
常
の
勤
務
成
績
、
勤
務
態
度
、
あ
る
い
は
勤
務
評
定
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。 

（
４
） 

報
道
に
よ
る
と
、
巡
査
長
は
勤
務
意
欲
を
失
っ
て
い
た
と
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
対
し 

 
 

て
上
司
は
ど
ん
な
指
導
を
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 



 

（
５
） 

交
番
勤
務
の
警
察
官
の
勤
務
成
績
は
何
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
か
、
検
挙
実
績
は
振
る
わ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な

基
準
が
あ
る
の
か
、
い
わ
ゆ
る
ノ
ル
マ
は
あ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
６
） 

巡
査
長
制
度
の
目
的
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

巡
査
長
を
「
巡
査
長
」
に
昇
格
さ
せ
た
の
は
い
つ
か
、
昇
格
基
準
（
勤
務
年
数
、
勤
務
成
績
、
指
導
力
）
に
は
該
当
し
て
い
た
の
か
、 

答
弁
願
い
た
い
。 

巡
査
長
制
度
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
の
指
摘
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。 

巡
査
長
は
、
何
故
、
巡
査
部
長
に
昇
任
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
７
） 

立
川
警
察
署
長
は
、
巡
査
長
を
七
月
十
七
日
に
富
士
見
台
交
番
に
異
動
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
異
動
の
根
拠
を
答
弁
願
い
た
い
。 

具
体
的
に
い
か
な
る
事
情
に
よ
っ
て
異
動
が
決
定
さ
れ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
８
） 

富
士
見
台
交
番
で
は
、
二
十
四
歳
の
経
験
の
浅
い
巡
査
と
二
人
の
勤
務
で
あ
っ
た
と
聞
く
が
問
題
は
な
か
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た 

い
。 

（
９
） 

事
件
当
日
の
上
司
に
よ
る
監
督
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
１０
） 

報
道
に
よ
る
と
、
巡
査
長
の
所
在
確
認
に
際
し
、
携
帯
電
話
を
使
っ
た
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
携
帯
電
話
は
私
物
か
、
公
務
中

に
（
私
物
の
）
携
帯
電
話
を
使
用
さ
せ
て
い
る
の
か
、
通
話
料
金
は
誰
が
負
担
す
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
１１
） 

報
道
に
よ
る
と
、
巡
査
長
は
、
本
署
か
ら
「
浮
浪
者
が
寝
て
い
る
と
の
通
報
が
あ
っ
た
の
で
臨
場
せ
よ
」
と
の
指
示
を
受
け
て
、
バ

イ
ク
で
交
番
を
離
れ
そ
の
ま
ま
行
方
不
明
と
な
り
、
遺
体
で
発
見
さ
れ
る
ま
で
約
八
時
間
も
要
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
示
を
し
た

場
合
の
報
告
と
措
置
を
定
め
た
も
の
は
な
い
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

立
川
警
察
署
で
は
こ
の
八
時
間
に
こ
の
指
示
に
対
し
て
何
を
し
て
い
た
の
か
、
具
体
的
に
答
弁
願
い
た
い
。 

（
１２
） 

報
道
に
よ
る
と
、
巡
査
長
が
日
頃
か
ら
勤
務
を
さ
ぼ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
上
司
は
何
故
そ
う
し
た
勤
務
を
見
逃
し
て
い
た
の
か
、

答
弁
願
い
た
い
。 

（
１３
） 

巡
査
長
と
上
司
ら
が
、
被
害
者
の
勤
め
る
飲
食
店
に
出
入
り
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
存
在
す
る
の
か
、
答
弁

願
い
た
い
。 

（
１４
） 

警
察
庁
は
、
平
成
三
年
以
降
幹
部
枠
を
大
幅
に
拡
大
し
た
と
言
う
が
、
現
時
点
で
の
各
階
級
別
の
定
員
に
対
す
る
比
率
は
ど
う
な
っ



 

て
い
る
か
。
平
成
三
年
当
時
の
比
率
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

 
 
 
 

特
に
、
警
部
補
の
枠
拡
大
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
１５
） 

全
国
的
に
警
部
補
の
不
祥
事
が
多
い
と
聞
く
が
、
過
去
五
年
間
の
状
況
は
ど
う
か
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。 

（
１６
）  
長
崎
前
市
長
射
殺
事
件
に
お
い
て
は
、
事
前
情
報
に
対
す
る
警
察
署
の
係
長
（
警
部
補
）
の
措
置
に
問
題
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

警
部
補
の
資
質
・
能
力
に
問
題
が
あ
る
と
の
指
摘
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
１７
）  
警
察
庁
は
、
平
成
十
三
年
六
月
に
「
職
務
執
行
の
中
核
た
る
警
部
補
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
な
る
通
達
を
発
し
て
い
る
が
、
警
部
補

の
在
り
方
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
１８
）  

警
察
庁
は
、
警
部
補
を
「
プ
レ
イ
ン
グ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
称
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
働
的
な
役
割
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が

幹
部
と
し
て
の
自
覚
を
希
薄
に
し
て
い
る
と
の
指
摘
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。 

 

三 

今
後
の
対
応
に
つ
い
て 

（
１
） 

 

昭
和
五
十
三
年
の
警
視
庁
北
沢
署
交
番
勤
務
の
制
服
警
察
官
の
女
子
大
生
殺
し
事
件
で
は
、
警
視
総
監
が
減
給
処
分
を
受
け
た
ほ
か
、 

十
二
人
の
幹
部
が
処
分
を
受
け
、
警
察
署
長
は
引
責
辞
任
し
た
。
警
視
庁
立
川
警
察
署
地
域
課
の
巡
査
長
が
起
こ
し
た
今
回
の
事
件
に

つ
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
と
警
視
庁
は
ど
の
よ
う
な
処
分
を
す
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
２
） 

被
害
女
性
の
遺
族
に
対
す
る
賠
償
は
ど
う
す
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。 

（
３
） 

具
体
的
な
再
発
防
止
策
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。 

 

四 

警
察
職
員
の
不
祥
事
に
つ
い
て 

（
１
） 

警
察
職
員
（
警
察
官
及
び
一
般
職
員
）
の
過
去
五
年
間
の
懲
戒
処
分
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
階
級
別
に
答
弁
願
い
た
い
。 

（
２
） 

警
察
職
員
（
警
察
官
及
び
一
般
職
員
）
の
過
去
五
年
間
の
懲
戒
処
分
以
外
の
訓
戒
厳
重
注
意
等
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
階
級
別
に

答
弁
願
い
た
い
。 

（
３
） 

警
察
職
員
（
警
察
官
及
び
一
般
職
員
）
の
過
去
五
年
間
の
犯
罪
件
数
は
ど
う
か
、
罪
種
別
・
階
級
別
に
答
弁
願
い
た
い
。 

（
４
） 

警
察
職
員
（
警
察
官
及
び
一
般
職
員
）
の
過
去
五
年
間
の
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
及
び
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
条
に
よ
る
降



 

任
又
は
免
職
の
処
分
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
階
級
別
に
答
弁
願
い
た
い
。 

 
五 
平
成
十
二
年
七
月
十
三
日
、
一
連
の
警
察
不
祥
事
を
受
け
て
「警
察
刷
新
会
議
」が
緊
急
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
警
察
を
管
理
す
る
公
安
委 

員
会
が
形
骸
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
公
安
委
員
会
の
活
性
化
を
図
る
た
め
警
察
法
の
改
正
が
行
わ
れ
公
安
委
員
会 

の
権
限
が
強
化
さ
れ
る
等
の
対
策
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
警
察
職
員
の
不
祥
事
は
依
然
と
し
て
多
発
し
て
い
る
。
加
え
て
、
そ
の
後
に
多
く
の 

都
道
府
県
警
察
で
裏
金
疑
惑
が
発
覚
し
た
。
こ
の
こ
と
は
依
然
と
し
て
、
公
安
委
員
会
が
市
民
の
代
表
と
し
て
警
察
活
動
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
公 

安
委
員
会
の
制
度
趣
旨
に
沿
っ
た
運
営
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

（
１
） 

各
都
道
府
県
警
察
の
警
察
法
第
四
十
三
条
の
二
（
監
察
の
指
示
等
）
の
過
去
五
年
間
の
監
察
の
指
示
の
件
数
を
答
弁
願
い
た
い
。 

（
２
） 

各
都
道
府
県
警
察
の
警
察
法
第
五
十
六
条
第
三
項
（
警
察
職
員
の
法
令
違
反
行
為
の
報
告
）
に
よ
る
報
告
の
件
数
を
答
弁
願
い
た
い
。 

（
３
） 

各
都
道
府
県
警
察
の
警
察
法
第
七
十
九
条
（
警
察
職
員
の
職
務
執
行
に
つ
い
て
の
苦
情
処
理
）
に
よ
る
苦
情
の
件
数
を
答
弁
願
い
た 

い
。 

（
４
） 

各
都
道
府
県
警
察
の
公
安
委
員
会
は
、
三
〜
五
人
の
非
常
勤
の
特
別
職
で
あ
り
、
そ
の
事
務
局
は
都
道
府
県
警
察
に
置
か
れ
、
当
該

都
道
府
県
警
察
の
職
員
が
そ
の
事
務
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。 

 
 
 
 

① 

非
常
勤
の
公
安
委
員
に
こ
れ
だ
け
の
事
務
は
処
理
で
き
る
の
か
。 

 
 
 
 

② 

公
安
委
員
の
常
勤
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 
 
 
 

③ 

事
務
局
の
実
態
（
常
駐
体
制
、
服
務
状
況
、
職
務
内
容
）
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。 

（
５
） 

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
は
、
制
度
趣
旨
か
ら
運
営
の
透
明
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
項
目
に
つ
い
て

答
弁
願
い
た
い
。 

① 

公
安
委
員
の
選
任
に
当
た
り
、
各
都
道
府
県
警
察
が
候
補
者
を
知
事
に
推
薦
す
る
こ
と
が
慣
例
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る 

が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

② 

こ
う
し
た
慣
例
は
今
後
廃
止
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
改
め
る
た
め
に
具
体
的
な
方
策
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。 

（
６
） 

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
は
、
厳
正
公
平
な
立
場
で
警
察
を
管
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
、
警
察
職
員
の
職
務
執
行

に
つ
い
て
の
苦
情
処
理
に
つ
い
て
も
、
そ
の
調
査
は
事
実
上
、
都
道
府
県
警
察
が
行
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
厳 



 

正
公
平
な
調
査
は
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。 

① 

事
務
局
を
都
道
府
県
警
察
か
ら
分
離
独
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

② 

事
務
局
職
員
は
、
警
察
職
員
以
外
を
以
て
充
て
、
事
務
局
体
制
を
強
化
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

  

右
質
問
す
る
。 


